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毎⽉ 15 ⽇までの会費集⾦
にご協⼒をお願いします。 

会計 ⼭崎孝⻲ 春春日日井井民民商商だだよよりり

「
愛
知
県
厳
重
警
戒
措
置
」
に
移
行
し
ま
し
た 

愛
知
県
に
出
さ
れ
て
い
た
「
ま
ん
延
防
止
等

重
点
措
置
」
が
終
わ
り
、
７
月
12
日
(
月
)
か

ら
は
「
愛
知
県
厳
重
警
戒
措
置
」
に
変
わ
り
ま

し
た
。 

春
日
井
市
の
場
合
、
要
請
内
容
は
左
の
通
り

で
、
「
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
対
象
区
域

か
ら
外
れ
た
７
月
３
日
以
降
と
ほ
ぼ
同
じ
内 

容
で
す
。 

感
染
防
止
対
策
協
力
金(

６
月
21
日
〜
７
月

11

日
実
施
分)

の
申
請
開
始
は
７
月

19

日 

(

月)

の
予
定
で
す 

第
六
次
分
と
な
り
ま
す
。
先
週
号
で
も
お
伝

え
し
た
通
り
、
春
日
井
市
の
場
合
、
７
月
２
日

以
前
と
７
月
３
日
以
降
で
要
請
内
容
と
交
付

額
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
注
意
し
ま
し
ょ 

う
。 

 
 

 
 

 

７月１２日(月)～８月１１日(水) 

「愛知県厳重警戒措置」期間 

 

 

 

 

営業時間の短縮 午後９時まで 

酒類の提供 可 

カラオケ設備 自粛 

交付額 １日あたり 2.5 万円～ 

一部カレンダーと違うので注意！ 

「東京オリンピック」強行開催に伴い祝日

が移動するため、事務所の業務時間も下記

の通り変更します。 

７月１９日(月)は通常業務です。

７月２２日(木)と７月２３日(金)

は休業します。ご注意ください。 

  

「
あ
い
ス
タ
認
証
」
と
は
？ 

 

こ
れ
ま
で
協
力
金
を
受
給
し
た
各
店
舗
で

は
、
愛
知
県
の
「
安
全
・
安
心
宣
言
施
設
」
に

登
録
し
Ｐ
Ｒ
ス
テ
ッ
カ
ー
と
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
先
月
末
か
ら
「
ニ

ュ
ー
あ
い
ち
ス
タ
ン
ダ
ー
ド(

あ
い
ス
タ)

」
認

証
制
度
が
始
ま
っ
て
お
り
、
問
い
合
わ
せ
が
多

く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

「
あ
い
ス
タ
」
と
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
防

止
の
た
め
の
50
に
及
ぶ
チ
ェ
ッ
ク
項
目
を
満
た

し
て
い
る
か
を
県
の
調
査
員
が
立
ち
入
り
調
査

を
行
い
、
認
証
さ
れ
れ
ば
「
あ
い
ス
タ
認
証
店
」

と
し
て
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
表
さ
れ
る
と

い
う
も
の
で
す
。 

協
力
金
に
つ
い
て
は
あ
い
ス
タ
認
証
な
し
で
申

請
可
能
で
す 

「
あ
い
ス
タ
認
証
を
受
け
な
け
れ
ば
協
力
金

の
申
請
は
で
き
な
い
の
か
」
と
い
う
問
い
合
わ

せ
も
あ
り
ま
す
が
、
現
時
点
で
は
、「
７
月
12
日

〜
８
月
11
日
実
施
分
」
の
協
力
金
の
実
施
概
要

に
は
、
あ
い
ス
タ
認
証
を
受
け
て
い
る
こ
と
は

必
須
要
件
で
は
な
く
、
認
証
な
し
で
も
申
請
可

能
で
す
。 

「
緊
急
事
態
措
置
」
、
「
ま
ん
延
防
止
等
重

点
措
置
」
、
そ
し
て
今
回
の
「
厳
重
警
戒
措
置
」

と
、
県
の
要
請
内
容
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ

て
い
ま
す
。
飲
食
業
の
会
員
か
ら
は
「
次
は
い

つ
の
申
請
を
す
れ
ば
い
い
の
か
。
訳
が
分
か
ら

な
い
」
と
の
声
も
上
が
っ
て
い
ま
す
。 

営
業
方
法
や
協
力
金
の
申
請
で
、
わ
か
ら
な

い
点
が
あ
れ
ば
、
お
気
軽
に
民
商
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

 
 

新型コロナウイルスの影響で、「税⾦が払えない！」という相談が
増えています。 
★税務署、市役所との話し合いで換価の猶予を申請 
 南⽀部の Y さんは、コロナの影響で売上が激減し、昨年から続け
ていた過去分の分納が難しいため、税務署と市役所で納税相談し、い
ずれも換価の猶予が認められました。Y さんは「売上が減って、今ま
で通りの分納では厳しい。⺠商に相談したら市役所まで同⾏してくれ
て、分納も認められて助かった」と話します。 
 このように⺠商では、市との話し合いで無理のない納付をすすめて
います。毎年 11⽉の春⽇井市交渉では、「納税相談を⾏い、納付計
画を守っている限り差押は⾏わない」との回答も得ています。 
 納税に困ったら、⼀⼈で悩まずに⺠商にご相談ください！ 

 

 


